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2023年 5月 8日 

各位 

会社名:フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 

(コード:8462 東証スタンダード市場) 

代表者名:代表取締役  金 武 偉 

   問合せ先:財務経理部長  西田 賢一郎 

(TEL:075-257-2511) 

 

 

単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 13 日開催予定の定時株主総会（以下、「本総

会」）における承認を条件として、2023 年 10 月 2 日（予定）を期日として、単独株式移転の方法に

より「株式会社とわ・アンド・カンパニー」（以下、「持株会社」）を設立することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本株式移転は、上場会社である当社による単独株式移転であるため、開示事項・内容を一部

省略して開示しております。 

記 

1. 単独株式移転による持株会社体制への移行の目的 

(1) 背景及び目的 

当社は、「真の金融を実現する」という理念のもと、世界で戦える投資会社を目指しております。

具体的には、当社の地方創生・CVC ファンド運営におけるこれまでの実績及びブランド力を武器に、

ファンドの規模と投資領域の両拡大を推進中です。これと並行して、永久保有型企業買収（以下、「永

久投資」といいます。）の実行を推進しております。永久投資の対象セクターについては原則制限を

設けませんが、サーキュラーエコノミー（循環経済）領域に重点を置いて推進しております（2022年

9月 12日付けで、当社が別途発表した「新・中期ビジョンと成長戦略」をご参照下さい。）。 

外部資金を用いたファンド形態での投資活動においては、ファンドの存続期間等に応じて投資に

より取得した持分を一定期間で売却し、その資金を償還することが必要となりますが、上場会社であ

る当社が内部留保資金等の自己資金や自社株式を用いて投資活動を行うことにより、投資により取

得した持分の売却を前提としない投資活動が可能となります。世界的潮流でもあるこの永久投資に

より、優良企業の売却を時間に迫られることなく投資先セクターへの知見を深め、同セクター内での

他社買収・合併を後押ししつつ、同時に DX（デジタルトランスフォーメーション）化を推進すること

で企業価値評価マルチプルを高めることを標榜しております。 

このような事業戦略の下、永久投資が実現される場合には、これを当社の従前からのファンド運営

とは切り分け、迅速かつ柔軟な経営判断ができる体制を構築するとともに、これらのセグメント毎の

採算性と事業責任の明確化のほか、さらなるガバナンスの強化を図ることが必要不可欠と考えてお

ります。そのため、当社の完全親会社として新たに持株会社（株式会社とわ・アンド・カンパニー）
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を設立し、持株会社の傘下において、ファンド運営を担う事業会社（当社を含みます。）及び永久保

有目的で今後継続的に永久投資する事業会社らをそれぞれ子会社として保有する持株会社体制への

移行が最適であると考えておりました。 

但し、2022 年 9月 12 日付け「持株会社体制への移行準備に関するお知らせ」にて開示のとお

り、持株会社体制への実際の移行実施は、株主総会における承認等に加え、永久投資が「実行され

又は実行が見込まれること」を条件としておりました。 

 

(2) 永久投資実行状況 

2022年 9月 12日付けで、当社が「新・中期ビジョンと成長戦略」を発表して以来、当社はこの永

久投資の実行に向けて、精力的に推進してまいりました。具体的には、M&A専門人材を外部から採用

し、全国各地の M&A業者と仲介契約を結びつつ、独自ルートでも企業オーナーとのネットワーク拡大

を推進いたしました。これまで数十件の投資検討を行い、このうち厳選された一部に関しては提案行

為を行いました。 

また、永久投資に関し、地方創生ファンドでお取引のある地方銀行様とも連携を広げました。その

結果、リサイクル系中小企業の事業承継案件が次第に当社に対し紹介されるようになりました。2023

年 3月には、廃棄物関連企業経営者、環境系スタートアップ、大学教授及び行政関係者が一堂に会し

て廃棄物業界の未来を論じる大規模フォーラムを当社が京都で主催し、当社の業界知名度向上とさ

らなる案件開拓を図りました。そうしたご縁から、サーキュラーエコノミー（循環経済）専門のメデ

ィア媒体において、当社の永久投資政策の根底にあるビジョンと思想を記事として取り上げて頂き

ました。 

こうした施策を推進するなか、当社は、売上 30 億円規模で黒字の某再生資源・エネルギー開発企

業の買収（以下、「本第 1号案件」）につき、2022年 11月から投資検討に着手しました。当社は、現

地訪問を含む継続的且つ広範囲なデューデリジェンスを実施のうえ、売主側と法的拘束力を伴う独

占交渉に入りました。その後、第三者機関による企業価値評価も実施し、売主側との条件交渉及び株

式譲渡契約書のリーガルチェックも済ませており、本日（5月 8日）の最終合意及び公表に向けて最

終段階にありました。 

しかしながら、本総会における議題について当社株主である株式会社 DSG1様（以下、「提案株主」）

から 2023 年 4月 4日付け株主提案（以下、別途受領した同年 4月 11日付け「議題及び議案の変更」

と題する書面と併せて、「本株主提案」）を受けたところ、売主より、本株主提案はサーキュラーエ

コノミー（循環経済）への永久投資に真っ向から反対していることから、本株主提案の取締役候補者

ではなく、現任の当社代表取締役が本総会後も引き続き安定的に当社代表取締役であることを確認

したうえで、正式契約を締結されたい主旨のご要請を頂き、現在保留状態になっております。 

当社取締役会としては、本第 1 号案件が当社の企業価値向上ひいては株価向上に資するものとし

て検討を進めてまいりました。M&A の基本性質上、案件実行が先延ばしになることで案件成就の不確

実性が必然的に増すことは遺憾に感じております。しかしながら、筆頭株主である提案株主から事実

上の退陣要求をされている以上、本総会の採決結果がでるまで、永久投資の実行は停滞せざるを得ま

せん。提案株主は、当社による本第 1号案件の実行に反対することが容易に想定され、実際に、本株

主提案がなされるより以前から、当社による M&A の実施を牽制する主旨の内容証明通知を受領して
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います。 

当社取締役会としては、本総会で全株主の信を問い、本総会の直後から引き続き経営改革を断行し、

永久投資を実行してまいります。そして、これまでの活発な案件開拓や推進経緯を踏まえ、永久投資

の「実行が見込まれる」という条件は充足していることから、本日、持株会社体制への移行を、当初

の予定どおり本総会に付議することといたしました。 
なお、本株式移転に伴い、当社株式は上場廃止となりますが、新たに設立する持株会社の株式につ

いて東京証券取引所のスタンダード市場への新規上場を申請する予定です。上場日は、東京証券取引

所の審査によりますが、持株会社の設立登記日（株式移転効力発生日）である 2023年 10月 2日を予

定しております。 

 

2. 株式移転による持株会社設立の要旨 

(1) 株式移転の日程 

定時株主総会基準日    2023年 3月 31日 

株式移転計画承認取締役会   2023年 5月 8日 

株式移転計画承認定時株主総会  2023年 6月 13日（予定） 

上場廃止日     2023年 9月 28日（予定） 

持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 2023年 10月 2日（予定） 

持株会社上場日    2023年 10月 2日（予定） 

(2) 株式移転の方式 

① 本株式移転の方法 

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。 

 

(3) 株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

会社名 
株式会社とわ・アンド・カンパニー 

（完全親会社・持株会社） 
フューチャーベンチャーキャピタル 

株式会社 
（完全子会社・当社） 

株式移転比率 1 1 

 

① 株式移転比率 

本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する直前時（以下、「基準時」とい

います。）における当社の株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１株につき設立する持

株会社の普通株式１株を割当交付いたします。 

 

② 単元株式数 

持株会社は、単元株制度を採用し、1単元の株式数を 100株といたします。 

 

③ 株式移転比率の算定根拠 
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本株式移転は、当社の単独株式移転によって完全親会社 1社を設立するものであり、持株会社の

株式はすべて本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆様のみに割当てられることになります。

株主の皆様に不利益を与えないことを目的として、本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成

と持株会社の設立直後の株主構成に変化がないことから、株主の皆様が保有する当社普通株式 1株

に対して持株会社の普通株式 1株を割当てることといたします。 

④ 第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

上記③の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。 

 

⑤ 本株式移転により交付する新株式数（予定） 

普通株式：8,901,270株（予定） 

当社は、本株式移転の効力発生日までに、現時点で保有している自己株式のうち、実務上消却可

能な範囲の株式を消却することを予定しているため、当社が 2023 年 3 月 31 日時点で保有する自

己株式である普通株式 1,330株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外してお

ります。 

(4) 株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行している新株予約権については、当社は、当社の新株予約権者に対し、その有する新株

予約権に代えて同等の当社新株予約権を交付し、割り当てる予定です。なお、当社は、新株予約権付

社債を発行しておりません。 

(5) 持株会社の新規上場に関する取扱い 

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所のスタンダード市場への新規上

場（テクニカル上場）を申請する予定であり、上場日は、2023年 10月 2日を予定しております。ま

た、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、当社

株式は、2023年 9月 28日に上場廃止となる予定です。 

 なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため、変更される可

能性があります。 

3. 本株式移転の当事会社の概要(2023年 3月 31日現在) 

(1) 商号 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 

(2) 本店の所在地 
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659番地烏丸中央ビ

ル 

(3) 代表者の氏名 代表取締役 金武偉 

(4) 事業内容 ベンチャーキャピタル業務 



 

5 
 

(5) 資本金 100,000 千円 

(6) 設立年月日 1998年 9月 11日 

(7) 発行済株式数 8,902,600株 

(8) 決算期 3月 31 日 

(9) 大株主及び持 

株比率 

株式会社 DSGI 21.49％ 

マンティス・アクティビスト投資 1号株式会社 2.24％ 

清水 優 1.98％ 

株式会社 SBI証券 1.22％ 

柿沼 佑一 1.12％ 

土師 裕二 0.67％ 

渡辺 雅之 0.65％ 

長倉 貴子 0.62％ 

新川 雅春 0.61％ 

J.P.Morgan Securities plc（常任代理人 JPモルガン証券株

式会社） 0.60％ 

(10)最近 3年間の経営成績及び財務状態 

決算期 2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期 

純資産(百万円) 2,801 2,749 

 

3,682 

総資産(百万円) 3,199 3,142 4,054 

1株当たり純資産(円) 294.40 308.57 413.14 

売上高(百万円) 860 546 565 

営業利益(百万円) △14 64 51 

経常利益(百万円) 94 165 218 

当期純利益又は当期純損失

(百万円) 
90 143 1,040 

1株当たり当期純利益金額

又は当期純損失金額(円) 
2.34 16.15 116.91 
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4. 株式移転により新たに設立する会社(株式移転設立完全親会社・持株会社)の概要(予定) 

(1) 商号 株式会社とわ・アンド・カンパニー 

(2) 本店の所在地 
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659番地烏丸中

央ビル 

(3) 代表者の氏名 代表取締役 金武偉 

(4) 資本金の額 1億円 

(5) 純資産の額 未定 

(6) 総資産の額 未定 

(7) 事業の内容 
グループ会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する 

業務等 

 

5.会計処理の概要 

本株式移転は、企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。

なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込みです。 

6.今後の見通し 

本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は完全親会

社である持株会社の連結業績に反映されることになります。なお、本株式移転による業績への影響は

軽微であります。 

 

以上 
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